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国
民
年
金

資
格
期
間
と
は

対
象
と
な
る
方
は

手
続
き
が
必
要
で
す

これらの期間を合計したも
のが「資格期間」です。資格
期間が10年（120月）以上あ
ると、年金を受け取ること
ができます。

注
：
合
算
対
象
期
間
と
は

過
去
に
国
民
年
金
に
任
意
加
入
し
て
い
な
か
っ
た
場
合

な
ど
で
も
、
年
金
受
け
取
り
に
必
要
な
資
格
期
間
に
含
む

こ
と
が
で
き
る
期
間
で
す
。（
た
だ
し
、
年
金
額
の
算
定
に

は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
）

具
体
的
に
は
、
①
昭
和
61
年
３
月
以
前
に
サ
ラ
リ
ー
マ

ン
の
配
偶
者
だ
っ
た
期
間
、
②
平
成
３
年
３
月
以
前
に
学

生
だ
っ
た
期
間
、
③
海
外
に
住
ん
で
い
た
期
間
、
④
脱
退

手
当
金
の
支
給
対
象
と
な
っ
た
期
間　
な
ど
が
合
算
対
象

期
間
と
な
り
、
こ
れ
を
「
資
格
期
間
」
に
カ
ウ
ン
ト
す
る

と
年
金
を
受
給
で
き
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

たとえば…　資格期間が15年の方の場合
これまで

平成29年
８月１日から

受け取れる年金の額は、納付した期間に応じて決まります。
20歳から60歳までの40年間、保険料を納付された方は満額を受け
取れます。
（10年間の納付では、受け取る年金額はおおむねその４分の１になります）

国
民
年
金
の
資
格
期
間
が「
10
年
以
上
」と
な
れ
ば

年
金
を
受
け
取
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た

国
民
年
金
は
、
20
歳
以
上
の
国
民
み
ん
な
が
加
入
す
る

大
切
な
制
度
で
す
。
一
人
で
も
多
く
の
方
に
国
民
年
金
に

つ
い
て
理
解
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
年
４
回
に
分
け
て
、

し
く
み
な
ど
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

過
去
５
年
以
内
に

納
め
忘
れ
た
保
険
料
を

納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す

後
納
制
度

特
定
期
間
該
当
届

専
業
主
婦（
主
夫
）か
ら
の

手
続
き
が
遅
れ
た
方
へ

年
金
記
録
の
確
認
を

お
願
い
し
ま
す

新
た
に
年
金
を
受
け
取
れ
る

よ
う
に
な
る
、
資
格
期
間
が
10

年
以
上
25
年
未
満
の
方
に
は
、

日
本
年
金
機
構
か
ら「
年
金
請

求
書
（
短
縮
用
）」（
黄
色
の
封

筒
）が
郵
送
さ
れ
ま
す
。

お
手
元
に
届
き
ま
し
た
ら
、

年
金
事
務
所
ま
た
は
町
民
福
祉

課
町
民
生
活
グ
ル
ー
プ
で
手
続

き
を
お
願
い
し
ま
す
。

〇�

国
民
年
金
の
保
険
料
を
納
め
た
期

間
や
免
除
さ
れ
た
期
間

〇�

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
期
間
（
船
員
保

険
を
含
む
厚
生
年
金
保
険
や
共
済

組
合
等
の
加
入
期
間
）

〇�

年
金
制
度
に
加
入
し
て
い
な
く
て

も
資
格
期
間
に
加
え
る
こ
と
が
で

き
る
期
間
（
合
算
対
象
期
間
：
注
）

例
え
ば
、
会
社
員
の
夫
が
退

職
し
た
と
き
や
、
妻
の
収
入
が

増
え
て
夫
の
健
康
保
険
の
被
扶

養
者
か
ら
は
ず
れ
た
と
き
な
ど

に
は
、
国
民
年
金
を
第
３
号
被

保
険
者
か
ら
第
１
号
被
保
険
者

へ
の
切
り
替
え
が
必
要
で
す
。

過
去
に
２
年
以
上
切
り
替
え

が
遅
れ
た
こ
と
が
あ
る
方
は
、

切
り
替
え
が
遅
れ
た
期
間
の
記

録
が
保
険
料
未
納
期
間
に
な
っ

て
い
ま
す
。

「
特
定
期
間
該
当
届
」
の
手

続
き
を
す
る
こ
と
で
、
年
金
を

受
け
取
れ
な
い
事
態
を
防
止
で

き
る
ほ
か
、
最
大
で
10
年
分
の

保
険
料
を
納
め
、
受
け
取
る
年

金
額
を
増
や
す
こ
と
が
で
き
ま

す
。
納
付
で
き
る
期
間
は
平
成

30
年
３
月
ま
で
で
す
。

持
ち
主
の
わ
か
ら
な
い
年
金

記
録
（
い
わ
ゆ
る
「
未
統
合
記

録
」）
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で

も「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」や「
ね

ん
き
ん
定
期
便
」
な
ど
に
よ
り

年
金
記
録
の
確
認
を
お
願
い
し

て
い
ま
す
。

し
か
し
、
持
ち
主
が
確
認
で

き
な
い
記
録
が
、
今
な
お
約

２
千
万
件
残
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
中
に
ご
自
身
の
記
録
が
あ
っ

た
場
合
は
、
年
金
を
受
け
取
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

特
に
、
①
旧
姓
の
方
や
読
み

間
違
え
や
す
い
名
前
の
方
、
②

本
来
と
は
異
な
る
生
年
月
日
や

名
前
で
届
出
さ
れ
た
可
能
性
が

あ
る
方
は
、
年
金
事
務
所
へ
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

過
去
５
年
以
内
に
国
民
年
金
保
険
料

の
納
め
忘
れ
が
あ
る
場
合
は
、
申
し
込

み
に
よ
り
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
で

き
ま
す
（
平
成
30
年
９
月
ま
で
）。

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
で
、
年
金
を

受
け
取
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
り
、
年
金

額
が
増
え
た
り
し
ま
す
。

ご
利
用
い
た
だ
け
る
方

次
の
①
ま
た
は
②
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
方
で
す
。

①�

５
年
以
内
に
保
険
料
を
納
め
忘

れ
た
期
間
が
あ
る
方
（
任
意
加

入
中
の
保
険
料
も
該
当
し
ま
す
）

②�

５
年
以
内
に
未
加
入
期
間
が
あ

る
方
（
任
意
加
入
の
対
象
と
な

る
期
間
は
該
当
し
ま
せ
ん
）

注
：
60
歳
以
上
で
老
齢
基
礎
年
金

を
受
け
取
っ
て
い
る
方
は
申
し
込

み
で
き
ま
せ
ん
。

免除申請や、ご相談・お問い合わせ
町民福祉課 町民生活グループ（総合ケアセンターゆくり内）　☎26-7871
日本年金機構苫小牧年金事務所　☎0144-36-6135

「ねんきんダイヤル」　☎0570-05-1165（年金事務所への相談予約）

KOKUMIN NENKIN

資格期間15年

資格期間15年

10年

25年

資格期間が足りないので
年金を受け取れない

資格期間が足りているので
年金を受け取れる

平成29年度の国民年金保険料

月額16,490円 です

納付は口座振替が便利です。
また、前納すると割引があり、お得です。
納付が難しい方は、免除申請ができます。


